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保 育 方 針 

子ども一人ひとりを大切に保育する。 

 

子どもが主体的に育つ為に、一斉保育は減らすように心掛ける。 

 

子どもが、見通しを持って安心して生活できるよう、規則正しい日課を取り

入れる。 

 

地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担う。 

保 育 目 標 

人の話を聞ける子 

集中力のある子 

ルールを理解したり守ったりできる子 

友達と上手に遊べる子 



 

 

保育園の概要 
 

〇定 員  90名 

〇開 設  昭和 44年 6月 1日 

〇敷 地  1，802，77㎡ 

〇園 舎  木造 2階建 

〇開 園 時 間  午前 7：30 ～ 午後 6：30 

〇入 園 年 齢  0歳から 6歳まで 

 
園舎見取り図 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

☆クラスについて 

 
 

   

〇クラス分けは、入園した年度の 4 月 1 日現在の満年齢が基準となります。 

〇全クラス、複数担任制です。 

 

 

 

ルーム名 ちゅーりっぷ たんぽぽ ゆ  り 

年  齢 0 歳 児 1 歳 児 2 歳 児 

ルーム名 つ  き ほ  し は  な 

年  齢 
3、4、5  

歳 児 

3、4、5  

歳 児 

3、4、5  

歳 児 

２階 

  

１階 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

☆ディリープログラム 
 

 ちゅーりっぷ たんぽぽ ゆ り つき・ほし・はな 

 

 7:30 

 

 8:30 

 

 

 

 9:00 

  

9:30 

10:00 

 

11:00 

 

12:00 

12:30 

13:00 

 

14:30 

14:45 

15:00 

 

15:30 

 

17:00 

 

18:30 

 

順次登園 

(家庭からの連絡) 

健康観察 

持物整理 

検温 

室 内 あ そ び 

おやつ(牛乳) 

※１歳１ヶ月～ 

離  乳  食 

戸 外 あ そ び 

排  泄 

食  事 

 

午  睡 

 

 

 

め ざ め・検温 

離  乳  食 

お や つ 

室 内 あそび   

順 次 降 園 

 

 

混 合 保 育 

 

順次登園 

(家庭からの連絡) 

健康観察 

持物整理 

排泄・検温 

室 内 あ そ び 

お や つ（牛乳） 

 

 

戸 外 あ そ び 

排 泄 

食 事 

 

午 睡 

 

 

 

起 床・排泄 

 

お や つ 

室 内 あそび 

順 次 降 園 

 

 

混 合 保 育 

 

順次登園 

(家庭からの連絡) 

健康観察 

持物整理 

排泄・検温 

室 内 あ そ び 

お や つ（牛乳） 

室内・戸外 あ そ び 

 

 

排 泄 

食 事 

 

 

午 睡 

 

 

起 床・排泄 

 

お や つ 

室 内・園庭あそび  

順 次 降 園 

 

 

混 合 保 育 

 

順次登園 

(家庭からの連絡) 

健康観察 

持物整理 

検温 

室 内 あ そ び 

 

 

戸 外 あ そ び 

ク ラ ス の 保 育 

 

 

 

食 事 

 

午 睡（休 息） 

 

起 床 

 

お や つ 

室 内・園庭あそび 

順 次 降 園 

 

 

混 合 保 育 

※ちゅーりっぷ組は、オムツ交換、授乳、離乳食、睡眠等一人ひとりに合わせて行なっています。 

※ちゅーりっぷ組は、オムツのサブスクをご利用いただけます。 

※たんぽぽ組、ゆり組は一人ひとりの発達に合わせてトイレトレーニングを行なっています。 

※ゆり組の食事時間は、一年を通して幼児クラスの時間に合わせていきます。 

 

  



 

 

☆令和８年度年間行事予定 

４月 入園・進級式 健康診断・歯科検診 

５月 

家庭訪問 

年少児クッキング 

夏野菜苗植え 

遠足 

 

６月 
以上児クッキング 

参観日 
 

７月 

プール開き 

年中児クッキング 

七夕の集い 

年長児お泊り保育 

 

８月 
プール納め 

親子夏の集い 
 

９月 

運動会予行演習 

運動会 

以上児クッキング 

個人懇談 

 

１０月 年長児クッキング 健康診断・歯科検診 

１１月 

年長児クッキング 

年長児親子遠足 

年長児消防署見学 

焼き芋大会 

 

１２月 

お遊戯会予行演習 

お遊戯会 

クリスマス会 

保育納め 

 

１月 

保育始め 

凧揚げ大会 

年長児卒園制作 

年中児クッキング 

 

２月 

豆まき 

交通安全教室 

年長児卒園写真 

年長児親子クッキング 

 

３月 

雛祭りの集い 

お楽しみ会 

遠足 

卒園式 

 



 

 

1．保育時間について 
 

〇保育時間は、標準時間午前 7 時 30 分から午後 6 時 30 分まで 

短時間午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分までとなっております。 

 

〇新入園児の保育時間は、子どもの負担を軽くし、集団生活にスムーズに溶け込めるように、短い

時間から順に通常の時間にしていきますのでご了承ください。 

 
２．登降園について 
 

〇登降園は原則として保護者又は、特別責任者が行うことになっております。子どもだけで保育室

に来ないようにしてください。必ず保育室まで連れて行き、保育士に預けてください。 

 

〇登降園の際の子どもの受け渡しは、保護者と保育士が確認しあってください。 

※送迎時間や送迎者に変更のある時は、必ず事前に連絡してください。 

 

〇洗顔、朝食（授乳）、用便（オムツ交換）をすませてから登園してください。 

 

〇土曜保育の申し込みは、土曜保育が必要な週の木曜日 16 時までにお願いします。 

 

〇仕事が終り次第、お迎えをお願いします。 

※「園児連絡票」にご記入いただいたお迎えの時間は厳守してください。やむを得ず遅れる場合は、

必ずご連絡をお願いします。 

 

〇車で通園される方は、他の園児の登降園の妨げにならないよう十分配慮してください。園内は必

ず徐行をお願いします。車は縦列で通路左側の奥から駐車し、玄関前には放置駐車しないでくだ

さい。 

 

〇職員駐車場には駐車できませんので、ご注意ください。譲り合い運転で、事故やトラブルの未然

防止にご協力をお願いします。 

※送迎時の園内での立ち話は、子どもの事故につながる場合があります。また、廊下を走ったり大

声で騒いだり、玄関周辺で遊んだりしないよう、速やかな送迎をお願いします。 

 

〇欠席あるいは遅れて登園する場合は、必ず 9 時までに園へ連絡をしてください。特別な理由がない

限りは、9 時までに登園してください。（おやつや給食の準備の都合があります）ご連絡がない場

合、園から出欠確認をさせていただきます。 

 

〇不審者対策の為、10:00～15:00 の間、門扉を閉めます。ご不便をお掛けしますが、子ども達の安

全の為にご協力をお願いします。 

 

〇熱がある時、病気の時はお休みさせてください。 

 

〇前夜、発熱、嘔吐、下痢等の異常があった時は、めばえ・連絡帳又は口頭で連絡してください。 

 

 

 

 

 



 

 

３．くすりについて 
 

〇保育園では、原則として与薬をしておりません。 

 

〇保育時間内に原則として薬の服用ができないことを、主治医にお伝えください。 

 

〇保育時間内に与薬する場合は、保護者に来園していただきますが、やむを得ない理由で来園でき

ない場合は、担任へご相談ください。 

※保護者からの申込をもって担任が与薬いたします。 

 

〇気管支拡張テープ（ホクナリン等）を貼って登園する場合は、お知らせください。 

 

〇薬を服用している場合、体調が万全ではない場合は、なるべく早くお迎えをお願いします。 

 
４．アレルギーについて 
 

〇食物アレルギーのあるお子さんには、アレルギーを引き起こす食品を除去した給食(食物アレルギー除

去食)を一人ひとりに応じて用意することができます。除去開始や解除等には所定の申込書や連絡書の

提出が必要です。 

 

〇除去食の開始 

医師の診断を元に、アレルギー除去食申込書を保護者が記入して提出してください。その際、医師によ

る血液検査結果等の診断書、アレルギー除去食に関する連絡書、除去食品指導書添付が必要です。 

 

※保護者と調理室、栄養士との連携を密に、確実に行うために、実施献立表をお渡しし、保護者がチェッ

クして一つ一つの食材の確認をお願いしています。 

 

〇除去食の解除、変更 

特定の食品を除去する必要がなくなった場合や変更がある場合にも届出が必要です。医師の診断書の他、

所定の添付書類の提出が必要ですので、担任まで、すみやかにお知らせください。 

 

※アレルギー検査を受ける期間につきましては、個々の状態によって異なりますので医師の診断に従い

行ってください。 

 
５．保育園における感染症の登園基準一覧表 
 

〇保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。 

 

〇子ども達が一日快適に生活出来るよう、集団感染や流行を出来る限り防げるようご協力をお願い

します。 

 

〇感染症を発症した場合は、意見書（診断書）の提出をお願いします。 

 

〇感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団生活を出来るようになってから登園す

るようにしてください。 

 

 

 

 



 

 

◎ 医師が記入した意見書が必要な感染症 

 
病 名 主 な 症 状 登 園 の め や す  

インフルエンザ 
発熱・全身倦怠・筋肉痛・鼻カタ

ル・咽頭痛・咳 

発熱後５日間及び解熱後３日を経

過してから 

新型コロナウイルス 
発熱・のどの痛み・咳・鼻水・全身

倦怠感・頭痛・味覚嗅覚障害 

発症後５日を経過し、かつ症状が

軽快した後１日を経過すること 

※無症状の感染者の場合は、検体

採取日を０日目として５日を経過

すること 

感染性胃腸炎 

（ノロ・ロタなど） 
発熱・下痢・嘔吐 

嘔吐・下痢などの症状が治まり、

普段の食事がとれること 

RS ウィルス 

ヒトメタニューモ 

ウィルス感染症 

発熱・咳・鼻水 

 

症状が治まり、全身状態が良好で

あること 

 

マイコプラズマ 

感染症 
高熱・咳・鼻水 

症状が治まり、普段の食事がとれ

ること 

手足口病 
手のひら、足の裏、口の中に小さな

水泡もしくは赤い発疹・まれに発熱 

全身症状が安定し、普段の食事が

とれること 

ヘルパンギーナ 高熱・のどの痛み 
症状が治まり、普段の食事がとれ

ること 

感冒様症状 

（エンテロウィルス

など） 

発熱・咳・鼻水・咽頭痛 
症状が治まり、普段の食事がとれ

ること 

アデノウィルス感染

症 

高熱・感冒様症状・嘔吐・下痢・腹

痛・目の充血・目やに等 

症状が治まり、普段の食事がとれ

ること 

溶連菌感染症 
発熱・咽頭痛・扁桃腺炎・苺舌・顎

部リンパ節炎・全身に発疹 

抗菌薬内服後２４時間経過してい

ること 

流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 

軽熱・頭痛・全身倦怠・結膜の炎

症・眼瞼浮腫・目やに 

感染力が非常に強いため、結膜炎

の症状が消失してから 

水痘（水ぼうそう） 
軽熱・被覆部に発疹・斑点丘疹状→

水疱→顆粒状痂皮 

すべての発疹がかさぶたになって

から 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

発熱・耳下腺・舌下腺・顎下腺の腫

脹及び圧痛 
耳下腺の腫れが消失してから 

咽頭結膜炎 

（プール熱） 

発熱・全身症状・咽頭炎と結膜炎の

合併症 

主な症状が消え、２日を経過して

から 

腸管出血性大腸菌感

染症（O157 など） 
腹痛・下痢（血便）・嘔吐・発熱 

症状が治まり、かつ、抗菌薬によ

る治療が終了し、４８時間をあけ

て連続２回の検便によって、いず

れも菌陰性が確認されてから 

麻しん（はしか） 
上気道のカタル・発熱・粘膜疹コプ

リック斑 
解熱後３日を経過してから 

風疹 種々の発疹・軽熱・リンパ腺肥大 発疹が消失してから 

百日咳 発作性咳の長期反復・持続 

特有の咳が消失し、全身状態が良

好であること（抗菌薬を決められ

た期間服用する。７日間服用後は

医師の指示に従う） 

結核 発熱・咳 感染の恐れがなくなってから 

 ※医師から感染しないと判断された場合でも、身体に発疹・下痢などの症状がある場合は家庭で様子

をみてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インフルエンザ・新型コロナウイルス※  結膜炎（ウイルス性・アレルギー性等） 

 感染性胃腸炎(ノロ・ロタなど)  水痘(水ぼうそう) 

 ＲＳウィルス、ヒトメタ感染症  流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 

 マイコプラズマ感染症  咽頭結膜炎(プール熱)※ 

 手足口病  腸管出血性大腸菌感染症(Ｏ１５７等) 

 ヘルパンギーナ  麻しん(はしか)※ 

 感冒様症状(エンテロウィルス等)  風しん 

 アデノウィルス感染症  百日咳 

 溶連菌感染症  結核 

 単純疱疹（ヘルペス）  その他（            ） 

意 見 書 

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。 

  年  月  日から登園可能と判断します。 

 

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。 

  年  月  日から登園可能と判断します。 

   年   月   日 

 

 

医療機関名 

 

医師名 

園児氏名 

 

※必ずしも治癒の確認は必要ありません。意見書は症状の改善が認められた段階で記

入することが可能です。 

※かかりつけ医の皆さまへ 

 保育所は乳幼児が集団で長時間生活をする場です。感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐこと

で、一人一人のこどもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症について意見書の記入をお願い

します。 

 

※保護者の皆さまへ 

 上記の感染症について、子どもの病状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障がないと判断

され、登園を再開される際には、この「意見書」を保育所に提出してください。 

 

(医師記入) 

(病名)該当疾患に☑をお願いし

ます。 

殿 

   年   月   日生 

登園の際には、下記の意見書の提出をお願いいたします。 

※意見書は、病気に適した病院、医師の証明でお願いします。 

※用紙はコピーせず、その都度各クラスでもらってください。 

 

◎医師の意見書 

東予乳幼児保育園長 



 

 

６．持ち物について 
 

入園・進級時に用意していただくもの 
 

ク ラ ス 園に置いておくもの 毎日持ってくるもの 

ちゅーりっぷ組 

・着替え(上・下・肌着・靴下) 各 3～4組 

 

※降園時に必ずチェックし、足りない物は

次の日に補充をお願いします。 

・通園バッグ 

・めばえ(連絡帳) 

・着替えなど 

た ん ぽ ぽ 組 

・トレーニングパンツ 

(必要に応じてお知らせします) 

・着替え(上・下・肌着・靴下) 各 2～3組 

 

※自分で着脱しやすい服をご用意してくだ

さい。 

※着替えは、持ち帰った次の日に補充をお

願いします。 

・通園バッグ 

・めばえ(連絡帳) 

・補充用の紙パンツ 5枚、着替えなど 

  

ゆ り 組 

・トレーニングパンツ 

・布パンツ 

(必要に応じてお知らせします。) 

・着替え袋、着替え(上・下・肌着・靴下) 

各 2組 

 

※着替えは、持ち帰った次の日に補充をお

願いします。 

・通園バッグ 

・めばえ(連絡帳) 

・補充用紙パンツ 5枚 

 トレーニングパンツ、着替えなど 

・ハンドタオル 1枚 

 

つ き 組 

ほ し 組 

は な 組 

・着替え袋、着替え(上・下・肌着・靴下) 

各 3組 

 

・歯ブラシ 1本 

(耐熱温度 80℃以上のもの) 

 

※着替えは、持ち帰った次の日に補充 

 をお願いします。 

・通園バッグ 

・連絡帳 

・ハンドタオル 1枚 

◎絵本バッグ(毎週木曜日に絵本の貸し出し用として使用します）    

 

 

 

 

 



 

 

 

〇持ち物全部に名前を記入してください(下着、上着、紙パンツ、ナイロン袋等）。 時々名

前が消えていないか点検してください。 

 

〇持ち物にキャラクターの付いたものはやめてください。戦いごっこなどをして遊びに集中で

きなくなります。（通園バッグ、衣服、下着、靴下、タオルなど） 

 

〇通園バック、絵本バッグなどにお守り、ストラップ、バッジなどをつけないでください。は

ずれたものを口にしたり、子ども同士がひっぱりあったりして危険です。なお紛失や破損な

どに関して一切の責任を負いません。 

 

〇衣類は清潔でサイズの合った、活動的で、自分で着脱のしやすい物を着せてください。防寒

着には、ラックに掛け易いよう、ループを付けてください。未満児の靴下は、滑り止め付き

の物をはかせてください。 

 

〇フード付きの上服、上着、ロングスカートは遊具に引っ掛けて危険ですので、他の衣類に変

更してください。 

 

〇靴はサイズの合った運動靴をはかせてください。(サンダル、おしゃれ靴等は活動に適当で

はありません）。靴は保健衛生上、小まめに洗ってください。 

 

〇玩具･絵本･食べ物・不用なお金等は持たせないようにしてください。又、園から玩具などを

持ち帰った場合は連絡してください。 

 

〇夏は上掛け用のタオルケットを持って来てください。 

 
７．保健衛生について 

 

〇アタマジラミの予防のためにも、髪の毛は清潔にし、なるべく短くしましょう。長い髪の毛は、

シラミの発見を遅らせます。長い髪やアクセサリー（ネックレス、ブレスレット、指輪、ミサン

ガ、ピン、ピアス）は子ども同士でひっぱりあったり、遊具にひっかけたりする場合があり、危

険です。髪が長い場合は丸ゴムでくくり、アクセサリーはご自宅で保管してください。 

※シュシュや飾りつきのゴムは、割れて怪我をしたり、紛失したりと、トラブルの原因になるため

お断りしております。 

 

〇爪はいつも気をつけてこまめに切ってください。ひっかき傷の原因にもなります。爪は呼吸して

います。マニキュアやタトゥーのシールを体につけるのもやめてください。 

 

〇2 歳未満の子ども達は、自分で上手に手洗いが出来ないので、おしぼりで拭いて、その都度清潔に

しています。（ゆり組は見守りの中で手洗いをしています。） 

  

〇3 歳以上の子ども達は、自分で手洗いをした後、エタノール製剤で消毒をしています。 

 

〇3 歳になると、園でも歯磨きをします。歯ブラシは、使用後殺菌乾燥保管庫でいつも清潔にしてい

ます。 

 

〇砂場を利用しない時は、防水シートで覆って汚染防止をしています。 

 

〇家族や近所に感染症が発生した場合は、すみやかにお知らせください。 



 

 

 

８．保育料について 
 

〇保育料納入方法は、預金口座振替による納入をお願いします。 

 

〇都合により現金での支払いを希望される方は、西条市の納付書にて納入してください。 

 
９．給食について  
◎献立作成委託先の(株)イースミールが当園オリジナルの献立を立てています。 

 

〇家庭的で温かみのある食事を基本方針に、食材選びと栄養バランスを考慮した食事を作ります。 

 

〇新しい食文化との出会いを重ねながら、よりよい食習慣が身につくよう配慮しています。 

   

 

 

       
 

   

 

    

ちゅーりっぷ組 

  ０歳児 

たんぽぽ組 

 １歳児 

ゆり組 

 ２歳児 

ほし組 
３・４・５歳児 

はな組 
３・４・５歳児 

つき組 
３・４・５歳児 



 

 

スプーンについて 
 

 ○最初は殆どの子がスプーンの柄を上から握る『上握り』という持ち方をします。 

  子どもは手指の機能が未発達で、手首を回転させることが出来ず、腕を上下させる運動だけで 

  口に運ぶからです。手首を回転させることが出来るようになると、スプーンの柄を下から持て 

  るようになります(下握り）。『下握り』が出来るようになると指がそれぞれ動くようになっ

て､お箸も自由に使えるようになります。その為に、当園では、『下握り』ができるようにな

るまではお箸は使っていません。ご家庭でも『下握り』ができるようになってからお箸に切り

替えてください。 

 
園の食器とスプーン 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 離乳食用カットスプーン  

子どもの口の大きさにあっているスプーンを使用して

います。 

 
 乳児用カットスプーン  

唇にフィットして食べこぼしがなく、さじ部と柄が真っ

直ぐなので柔らかい具も切りやすくなっています。 

※メニューによっては、フォークを使用します。 

 ユニバーサルプレート  

食器の内側が軽く湾曲しているので、ス

プーンですくいやすくなっています。 

「ふち」がついているので食器に手を添

えやすく、安定した姿勢で食べることが

できます。 

 カップ  

手のついていないカップは子どもの手に包み込み 

やすく、落とさずしっかりと持つことができます。 

倒れにくいよう底の直径が大きくなっています。 

１幼児用食器  

主食、汁、主菜、副菜用の食器に、それぞれ盛り付

けて食事をしています。幼児クラスは、お箸を使っ

て食べています。メニューによっては、フォークを

使うときもあります。 

◇食事の量などは、玄関の展示食を見てください。 

(展示の食事量は以上児です。未満児は、展示の
２

３
の量

です。) 



 

 

１０．おひるねについて 

 
 

 

 

 

 

 

 
    

      
 
１１．保育園との連絡 
 

〇家庭の状況に変更があった場合には、すみやかに届けてください。（住所、電話番号、勤務先、  

勤務時間、妊娠、出産、家族の異動等） 

 

〇保護者の連絡先は明確にしておいてください。 

 

〇園からの連絡（連絡帳、園だより、お知らせ等）にはよく目を通し、提出を必要とするものなど

は期日を守ってください。めばえ・連絡帳の記入は毎日してください。 

 

〇保育園での発熱(37．5 度以上)、その他病気・事故などで、お迎えが必要な時は、「園児連絡票」

の連絡順位に基づいて連絡をします。容態が急変する場合がありますので、連絡後は直ぐにお迎

えに来てください。 

 

〇地震、台風、火災等の災害が発生した場合には、直ぐにお迎えに来てください。広域にわたる災

害（地震、台風等）の場合、電話による問い合わせは、回線故障のおそれがありますので、ご遠

慮ください。 

 

〇災害発生時のお迎え連絡や避難する際の避難場所等は、スマートビューでご連絡します。 

特別警報発令時や災害の規模が大きい場合等やむを得ず休園になる場合にも、スマートビューでお 

知らせします。 

 

〇退園する場合及び転園を希望する場合には、早めに当園へ届出（申請）ください。 

 
１２．おもちゃ・遊び 
 

〇昔に比べて社会状況は変化しておりますが、子どもの本質が変わったわけではありません。私た

ちは、テレビやゲーム・刺激的な「戦いごっこ」ではなく、身体や頭、心をいっぱい遣って遊ぶ

〇保育園では、長時間の集団生活の中で疲労を蓄積させないためにも、全員午睡及び休息をしま

す（昼食後より 14：30 まで）。ご家庭でも早寝早起きの習慣をつけましょう。 

 

〇昼寝用の敷布団・毛布は、園の物を使用しますが、敷布団カバー(ちゅーりっぷ、たんぽぽ、ゆ

り組)・コットカバー(つき、ほし、はな組)・夏季に使用するタオルケットは、各ご家庭でご用

意してください。 

 

〇週末に寝具を持ち帰り、洗濯をして持って来てください。 



 

 

方が、もっと楽しくて気持ちがいいと言うことを伝えたいのです。テレビの刺激的な画面やキャ

ラクターものは、商業的なもうけ主義により、次々と新しいもので子どもの心を捕らえようとし

ています。おもちゃにキャラクターが付いていることで、キャラクターの持つイメージで友だち

と仲良く遊ぶおもちゃが戦いごっこの道具になってしまったり、子どもの好みのキャラクターの

おもちゃが取り合いになってしまったりして、そのおもちゃが持つ本来の遊び方ができません。

私たちは、子どものおもちゃではあるけれど、よい道具（教材）として適した本物のおもちゃや

よい絵本を準備しています。 

 
１３．『子ども文庫』について 
 

毎週木曜日の 17：30まで絵本の貸し出しをしています。 
 

 利用案内  
 

〇木曜日が祝日の時は、その週の絵本の貸し出しはありません。 
〇3歳以上のクラスでは、自分で選んだ絵本を一人１冊まで借りられます。 

〇3歳未満のクラスは、降園時にお迎えに来られた方と一緒に借りてください。 

〇借りた絵本は、次の週の火曜日に『絵本バッグ』に入れて、担任まで返してください。 

〇返却の確認をしたうえで、貸し出しをしております。 

 

 利用上のお願い  
 

〇絵本は、最低 5年生までは、親が読み聞かせをするものです。特に、3歳未満児の子に、絵本を一

人で見させるということは、絵本を玩具と誤解させる行為です。玩具となった絵本は、子どもに

大切にされず、投げられたり破られたりしてしまいます。必ず、抱っこして読み聞かせをしてあ

げましょう。 

 
〇『絵本コーナー』での閲覧はご遠慮願います。 

 
１４．園だより・献立表 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 2月 
 

  

  

東予乳幼児保育園 
  

  

（3歳未満児） 
  

  

  月 火 水 木 金 土 

      1 2 豆まき   3 4 

午前おやつ     牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 

昼食 

    ごはん ごはん 鬼ライス バターロール 

    玉葱のみそ汁 
はんぺんのす

まし汁 
節分汁 

ビーフシチュ

ー 

    
チキンチキンご

ぼう 
さばのみそ煮 人参しりしり 

コールスロー

サラダ 

    
小松菜のしらす

和え 

麩チャンプル

ー 
みかん バナナ 

    りんご 
キウイフルー

ツ 
    

午後おやつ 
    プリン じゃがバター 

ごまスティックパ

イ 
お菓子 

    麦茶 牛乳 牛乳 牛乳 

  6 7 
ハッピーメニュー

8 
9 10 11 

午前おやつ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳   

昼食 

わかめうどん バターロール ごはん ごはん ごはん   

シュウマイ 豆腐スープ ミネストローネ 
里芋のみそ

汁 

小松菜のみそ

汁 
  

白菜とちくわの 白身フライ 
照り焼きハンバ

ーグ 

赤魚のきのこ

あんかけ 

豚肉の生姜焼

き 

建国記念の

日 

酢みそ和え ベーコンサラダ 
ポテト・人参グラ

ッセ 

レタスとかに

かま和え 
さつま芋の金平   

バナナ りんご キウイフルーツ バナナ みかん   

午後おやつ 

焼きおにぎり 麩ラスク いちごクレープ 
クラッカーサ

ンド 
きなこ揚げパン   

ちりめんじゃこ・

麦茶 
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳   

  13 14 15 16 17 18 

午前おやつ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 

昼食 

親子丼 バターロール ごはん ごはん カレーライス バターロール 

白菜のみそ汁 ほうれん草スープ 春雨スープ かぶのみそ汁 もやしスープ 
チンゲン菜ス

ープ 

切干大根の煮

物 

さわらのパン粉焼

き 
油淋鶏 

鮭の磯辺焼

き 

シーフードサラ

ダ 

ポークチャッ

プ 

バナナ 洋風肉じゃが 三色野菜浸し 
納豆野菜和

え 
いちご 大根サラダ 

  キウイフルーツ りんご みかん   バナナ 

午後おやつ お好み焼き ココアクッキー ヨーグルト 肉まん 
クリームコーンピ

ザ 
お菓子 

献立表 



 

 

１５．利用の開始及び終了に関する事項 
 

利 用 者 の 決 定 

（利用の開始） 

市が行う利用調整に基づき、当園の重要事項説明書の記載事項に同意いた

だき決定します。 

 

 

 

 

 退   園 

（利用の終了） 

〇第 2号・3号認定に該当しなくなったとき（卒園を含む） 

〇事業者が破産したとき 

〇天災・災害等により施設の再建が不能となったとき 

〇保護者から退園の申出があったとき 

〇利用継続が不可能であると市が認めたとき 

〇重要事項説明書に記載する禁止事項に該当する行為により園と利用者と

の信頼関係が修復不能な状態に陥ったとき 

 
１６．当園における禁止事項 
 

〇当園の職員又は他の利用者に対する暴力行為、大声または暴言、脅迫的な言動、各種ハラスメントな

どの迷惑行為及び施設への損害を与える行為 

〇園敷地内、送迎時の近隣及び行事で使用する園外の施設等における飲酒・喫煙、その他社会常識を逸

脱した行為 

〇園敷地内における許可を得ない物品の販売、パンフレット類の配布、掲示、演説、署名活動及び寄付

などの依頼並びに諸団体への勧誘行為 

〇職員や他の利用者に特定の行為を強要すること 

〇SNS等に当園及び他の利用者に係る誹謗中傷や個人情報、同意を得ない写真や映像等を掲載すること 

〇上記のほか、園又は他の利用者との信頼関係を著しく破壊する行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１７．当園関係機関連絡先 
 

〇嘱託医 

高橋こどもクリニック 

西条市朔日市 315番地 5 

0897－55－0776 

 

〇嘱託歯科医  

 堀江歯科医院 

 西条市神拝甲 441番地 3 

 0897－56－1748 

 

〇管轄する消防署 

 西条市東消防署 

 西条市新田 183番地 1 

 0897－55－0119 

 

〇管轄する警察署 

 西条警察署 

 西条市新田 133番地 1 

 0897－56－0110 

 
１８．ご意見・ご要望等について 
 

〇ご意見・ご要望の聞き漏らしや記憶違いなどを防ぐため、原則として、書面によりご提出くださ

い。 

 

〇緊急を要する場合、やむを得ずお電話や来園にてご意見をいただく場合は、会話を録音すること

があります。 

 

〇担当者不在の場合がありますので、来園いただく際は必ず事前にご連絡ください。 

 

〇ご意見・ご要望は適切に対応し、改善を図るよう努めます。 

 

〇利用者間の公平性が保てないご要望等にはお応えできませんのでご了承ください。 

 
１９．個人情報の取り扱いについて 
 

〇保育の提供に当たって、職員が知り得た個人情報は法令による場合を除くほか、保護者の同意を

得ずに第三者に提供することはありません。 

※卒園・退園した場合にも守秘義務は負います。 

 
２０．その他 

 

 

 
 

〇ホームページの『園のブログ』は毎週水曜日に更新しています。是非ご覧ください。 

【ホームページ】や【あゆみ】に園児の日常や行事の様子を掲載しています。顔写真掲載に同

意できない場合は、お申し付けください。 

 



 

 

〇毎週１回、3歳以上児クラスのつき・ほし・はな組は 体操教室を行ないます。 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

お泊り保育 

保育室で 

七夕 

かきくらべ 遠足 

おもいで 
いちねんの 

避難訓練 

〇スマートビューについて 

キッズビューのアプリをインストールしていただきます。 

ご登録後、内容(メールアドレス)に変更がある場合は、各自で変更をお願いいたします。 

※登録・変更などが難しい場合は、担任までお申し出ください。 

お散歩 

プール遊び 



 

 

 

 

当園における保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

保育所名  東予乳幼児保育園 

所 在 地  西条市大町 427番地 

責 任 者  園長 野口 翔子 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 同 意 書 

 
 私は、書面に基づいて、東予乳幼児保育園の利用にあたっての重要事項の説明を受け 

同意しました。 

 

   
    令和   年   月   日 

 

保護者氏名 

 

㊞   続 柄 

 

子どもの氏名 

 

住 所 

 

 

 

 ※本同意書は、ご記入後の写しをいただくため、一旦冊子ごとお預かりいたします。 

返却後はお手元に保管してください。 
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